
嘱
託
登
記
業
務
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
執
行
す
る
の
で
、
奈
良
県

土
地
開
発
公
社
定
款
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

奈
良
県
土
地
開
発
公
社

理
事
長

稲

山

一

八

第
一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

一

業

務

名

平
成
二
十
六
年
度
一
般
国
道
二
十
四
号
（
大
和
北
道
路
）
改
築
工
事
嘱
託
登
記
業

務
業
務
番
号

第
二
十
六
京
―
委
二
号

二

業
務
場
所

奈
良
県
大
和
郡
山
市
下
三
橋
町

三

業
務
概
要

嘱
託
登
記
業
務
一
式

四

業
務
期
間

平
成
二
十
六
年
十
二
月
九
日
（
予
定
）
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

五

予
定
価
格

一
二
、
三
七
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
ま
す
。
）

（
入
札
書
比
較
価
格

一
一
、
四
六
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
ま
せ
ん
。
）
）

六

最
低
制
限
価
格

七
、
四
二
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
ま
す
。
）

（
最
低
制
限
比
較
価
格

六
、
八
七
六
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
ま
せ
ん
。
）
）

七

入
札
方
法

郵
便
に
よ
る
入
札

八

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
及
び
最
低
制
限
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も

っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
（
以
下
「
落
札
候
補
者
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
つ
い
て
、
競
争
入
札

参
加
資
格
確
認
を
行
っ
た
上
で
落
札
者
を
決
定
し
ま
す
。
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。

第
二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

一

奈
良
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
の
会
員
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
が
奈
良
県
内
に
存
す
る
社

団
法
人
公
共
嘱
託
登
記
土
地
家
屋
調
査
士
協
会
（
以
下
「
公
嘱
協
会
」
と
い
い
ま
す
。
）
で
あ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
公
嘱
協
会
は
そ
の
社
員
が
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、
参
加
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
と
し
ま
す
。

二

平
成
二
十
六
年
度
奈
良
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格
の
そ
の
他
部
門
「
土
地
家
屋
調
査

士
」
に
登
録
を
し
て
い
る
こ
と
。

三

前
号
の
登
録
所
在
地
が
奈
良
県
奈
良
土
木
事
務
所
又
は
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
管
内
で
あ
る

こ
と
。

四

そ
の
他
入
札
説
明
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

第
三

入
札
日
程
等



手
続
等

期
間
・
期
日
・
期
限

場
所
等

入
札
説
明
書
の
交
付

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一

奈
良
県
土
地
開
発
公
社
ホ
ー
ム
ペ

日
（
火
）
か
ら
落
札
者
決
定

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く

の
日
ま
で

だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.nara-kousha.or.jp/to

chi/index.htm
l

仕
様
書
等
の
閲
覧
（
数

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー
一

字
等
が
不
鮮
明
な
場
合

日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
午

郡
山
総
合
庁
舎
三
階

）

後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午

奈
良
県
土
地
開
発
公
社
総
務
企
画

後
一
時
ま
で
を
除
き
ま
す
。

課
総
務
契
約
係

）

仕
様
書
等
に
関
す
る
質

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
九

奈
良
県
土
地
開
発
公
社
宛
て
に
メ

問
の
提
出

日
（
水
）
午
後
四
時
ま
で

ー
ル
で
ご
質
問
く
だ
さ
い
。

tochi@
nara-kousha.or.jp

質
問
に
関
す
る
回
答

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十

奈
良
県
土
地
開
発
公
社
ホ
ー
ム
ペ

一
日
（
金
）

ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w

w
.nara-kousha.or.jp/to

chi/index.htm
l

入
札
書
受
付
締
切

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

送
付
先

（
月
）
午
後
四
時
ま
で
（
期

〒
六
三
九
ー
一
〇
四
一

限
ま
で
に
到
達
し
た
も
の
の

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー
一

み
有
効
。
書
留
郵
便
に
限
り

郡
山
総
合
庁
舎
三
階



ま
す
。
）
。
入
札
書
は
、
二

奈
良
県
土
地
開
発
公
社
理
事
長
宛

重
封
筒
と
し
、
表
封
筒
に
「

て
（
「
親
展
」
と
朱
書
し
て
く
だ

十
二
月
三
日
開
札

平
成
二

さ
い
。
）

十
六
年
度
一
般
国
道
二
十
四

号
（
大
和
北
道
路
）
改
築
工

事
嘱
託
登
記
業
務

第
二
十

六
京
―
委
二
号

入
札
書
在

中
」
と
朱
書
す
る
と
と
も
に
、

中
封
筒
に
入
札
書
を
入
れ
、

封
印
等
の
処
理
を
す
る
こ
と
。

開
札

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日

大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー
一

（
水
）
午
前
十
時

郡
山
総
合
庁
舎
四
階
講
義
・
研
修

入
札
書
を
郵
送
さ
れ
た
方
は
、
室

開
札
時
に
立
会
を
お
願
い
し

ま
す
。
代
理
人
の
方
は
、
委

任
状
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

「
く
じ
」
を
行
う
場
合

平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日

の
日
時
及
び
場
所
（
対

（
水
）
（
開
札
後
直
ち
に
行

象
者
の
み
）

い
ま
す
。
）

注

表
に
掲
げ
る
期
間
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
ま
す
。

第
四

競
争
入
札
参
加
資
格
の
確
認

開
札
後
、
落
札
候
補
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認

申
請
書
等
を
提
出
し
、
競
争
入
札
参
加
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

提
出
先

奈
良
県
土
地
開
発
公
社
総
務
企
画
課
総
務
契
約
係

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日
（
木
）
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で

を
除
き
ま
す
。
）



提
出
方
法

持
参
に
限
り
ま
す
。

第
五

そ
の
他

一

入
札
執
行
回
数

入
札
執
行
回
数
は
、
一
回
と
し
ま
す
。

二

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
保
証
金
は
、
免
除
し
ま
す
。

契
約
保
証
金
は
、
奈
良
県
契
約
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
奈
良
県
規
則
第
十
四
号
）
第
十
九

条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
。

三

入
札
の
無
効

第
二
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札
又
は
競
争
入
札
参
加
資
格

確
認
申
請
書
で
要
求
す
る
資
料
等
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
は
、
無
効
と
し
ま
す
。

四

入
札
中
止
条
件

こ
の
入
札
手
続
執
行
途
中
で
、
入
札
参
加
可
能
者
が
三
者
未
満
と
な
っ
た
と
き
又
は
開
札
時
に

入
札
参
加
者
が
三
者
未
満
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
段
階
で
入
札
手
続
又
は
入
札
を
中
止
し
ま
す
。

五

契
約
の
不
締
結

１

落
札
決
定
後
、
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
、
落
札
者
が
入
札
参
加
資
格
の
制
限
又
は
奈
良
県

建
設
工
事
等
請
負
契
約
に
係
る
入
札
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
停
止
措
置
を
受

け
た
場
合
は
、
契
約
を
締
結
し
ま
せ
ん
。

２

落
札
決
定
後
、
契
約
の
締
結
ま
で
の
間
に
、
落
札
者
が
六
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
契
約
を
締
結
し
ま
せ
ん
。

六

契
約
の
解
除

契
約
締
結
後
、
契
約
の
相
手
方
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
契
約

を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
契
約
を
解
除
し
た
場
合
は
、
損
害
賠
償
義
務
が
生
じ
ま
す
。

１

役
員
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
（
非
常
勤
の
者
を
含
み
ま
す
。
）
、
支
配
人
及
び
支
店
又

は
営
業
所
（
常
時
不
動
産
登
記
等
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
事
務
所
を
い
い
ま
す
。
以
下
同

じ
。
）
の
代
表
者
を
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
、
支
配
人
及
び
支
店
又
は
営
業
所
の
代
表
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
い
ま
す
。
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。



２

暴
力
団
（
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
い
ま
す
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力

団
員
が
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３

役
員
等
が
、
そ
の
属
す
る
法
人
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
、

又
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
目
的
で
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。

４

役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
対
し
て
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る

等
直
接
的
若
し
く
は
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
及
び
運
営
に
協
力
し
、
又
は
関
与
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。

５

３
及
び
４
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
役
員
等
が
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難

さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

６

本
契
約
に
係
る
下
請
契
約
又
は
資
材
及
び
原
材
料
の
購
入
契
約
等
の
契
約
（
以
下
「
下
請
契

約
等
」
と
い
い
ま
す
。
）
に
当
た
っ
て
、
そ
の
相
手
方
が
１
か
ら
５
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
当
該
者
と
契
約
を
締
結
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

７

本
契
約
に
係
る
下
請
契
約
等
に
当
た
っ
て
、
１
か
ら
５
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を

そ
の
相
手
方
と
し
て
い
た
場
合
（
６
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
。
）
に
お
い
て
、
発
注
者

が
当
該
下
請
契
約
等
の
解
除
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

８

本
契
約
の
履
行
に
当
た
っ
て
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
か
ら
不
当
に
介
入
を
受
け
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
発
注
者
に
報
告
せ
ず
、
又
は
警
察
に
届
け
出
な
か
っ
た
と
き
。

七

手
続
に
お
け
る
交
渉
の
有
無

無

八

当
該
業
務
に
直
接
関
連
す
る
他
の
業
務
委
託
の
契
約
を
当
該
業
務
委
託
の
契
約
相
手
方
と
随
意

契
約
に
よ
り
締
結
す
る
予
定
の
有
無

大
規
模
な
地
図
の
訂
正
等
が
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
随
意
契
約
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
ま
す
。

な
お
、
随
意
契
約
に
よ
り
、
契
約
を
締
結
を
す
る
か
の
判
断
は
発
注
者
が
行
う
も
の
と
し
、
契

約
単
価
は
該
当
作
業
の
県
積
算
単
価
に
本
業
務
の
落
札
率
を
乗
じ
た
単
価
で
の
契
約
と
し
ま
す
。

九

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
契
約
を
担
当
す
る
部
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地
等

〒
六
三
九
ー
一
〇
四
一

奈
良
県
大
和
郡
山
市
満
願
寺
町
六
〇
ー
一

奈
良
県
郡
山
総
合
庁
舎
三
階

奈
良
県
土
地
開
発
公
社

総
務
企
画
課
総
務
契
約
係



電
話
〇
七
四
三
ー
五
一
ー
〇
二
五
二

十

関
連
情
報
を
入
手
す
る
照
会
窓
口

九
に
同
じ
。

十
一

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
ま
す
。
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